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1
1

日
導
言

目
彌
勒
・
官
蓮
雨
教
の
關
係

匂
宋
元
時
代
の
紅
巾
軍
と
紅
巾
の
意
義
⑳

（
以
上
、
第
二
十
四
赫
）

⑧
元
末
紅
巾
教
匪
の
種
別
と
活
動
の
情
勢
、

（
以
上
、
第
二
十
六
戦
）

②
‐
明
太
旭
の
出
身
と
そ
の
人
物
・
政
略

③
明
初
史
料
の
碓
賞
性
。

⑪
明
祀
の
出
自
と
箏
覇

（
以
上
本
韓
）

。
明
旭
の
人
物
と
政
策

仙
大
明
剛
雛
の
曲
來

㈲
元
末
教
匪
飢
の
諸
脈
凶

宋
元
時
代
の
紅
巾
雄
と
元
末
の
捌
勒
・
内
韮
数
匪
に
就
い
て
（
下
）

宋
元
時
代
の
紅
巾
軍
と
元
末
の

彌
勒
ｏ
白
蓮
教
匪
に
就
い
て
（
下
の
一
）も

重
松
俊
章
．

一

ー一

○
-し

ノ

、

『



』

＝

】

戸

料
ど
認
む
く
さ
も
の
は
勿
論
、
洪
武
没
録
や
之
に
基
つ
く
乾
隆
勅
撰
の
明
史
な
ど
を
畢
ぐ
べ
き
で
あ
ら
う
が
、
洪
武
蛮
錐

は
建
丈
三
年
（
一
四
○
こ
十
二
月
王
最
等
総
裁
の
下
に
成
り
殉
次
で
成
肌
は
靖
雌
役
直
後
、
之
が
改
修
に
落
手
し
鮮
緒

李
娃
降
等
を
し
て
奮
草
を
焚
誰
し
て
新
に
纂
修
せ
し
め
、
・
水
樂
元
年
（
一
四
○
一
己
六
月
之
を
完
成
し
た
が
．
成
祀
は
尚

●

そ
の
意
に
充
た
ず
、
・
水
樂
九
年
（
一
四
二
）
楊
士
斎
ぞ
総
裁
ご
し
桃
吹
孝
、
夏
臆
吉
等
に
命
じ
て
三
度
改
修
を
行
は
し

註
い

め
た
。
こ
れ
が
現
行
の
洪
武
蛮
録
で
あ
る
。
成
皿
が
斯
の
如
く
洪
武
蜜
鋒
を
前
後
二
回
に
一
且
っ
て
大
改
修
を
断
行
し
た
の

明
泓
朱
元
璋
が
元
末
紅
巾
軍
巾
、
韓
林
兒
（
小
明
王
）
等
の
白
蓮
教
匪
の
一
支
隊
に
脇
し
て
ゐ
た
こ
さ
は
既
に
前
述
に

べ
た
虚
で
あ
る
が
、
彼
は
本
来
一
介
の
乞
食
佃
か
ら
出
で
、
元
末
大
乱
期
の
風
雲
に
采
じ
て
途
に
明
朝
三
百
年
の
韮
を
開

い
て
支
那
四
百
餘
州
に
君
臨
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
、
王
侯
將
相
に
種
姓
の
陥
を
認
め
ぬ
支
那
祇
會
に
在
っ
て
も
嵐
に
破

天
荒
の
事
柄
に
脇
す
る
も
の
で
あ
る
。

從
て
洪
武
賓
録
や
明
史
本
紀
を
始
め
大
小
幾
多
の
官
私
の
史
籍
・
文
献
に
は
可
な
り
詳
し
く
そ
の
人
物
・
政
略
・
功
業

な
ざ
に
就
い
て
記
述
さ
れ
て
は
ゐ
る
が
、
併
乍
ら
之
等
元
未
明
初
以
来
の
尤
大
な
史
料
の
一
堂
に
つ
い
て
見
る
も
明
祀
の

サ
ブ
ス
タ
ン
シ
ア
ル

出
自
、
性
格
や
そ
の
他
の
私
的
生
活
の
方
面
等
に
な
る
亡
案
外
蛮
慨
的
な
材
料
が
得
ら
れ
な
い
。
明
汕
の
傳
記
の
根
本
妾

、

宋
元
時
代
の
紅
巾
加
と
元
末
の
彌
勒
・
白
蓮
救
眺
に
就
い
て
（
下
）

㈲
結
‐
論

ｊ五
明
太
祀
の
出
身
と
そ
の
人
物
政
略

く
ら

(a)

明
初
史
料
の
確
實
性

〃

←一

○
八
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’

は
皇
位
の
纂
奪
を
合
理
化
せ
ん
が
馬
め
に
繼
承
の
規
準
ご
な
れ
る
嫡
庶
の
差
別
ご
順
位
Ｅ
を
混
乱
顛
倒
せ
ん
が
爲
め
で
あ

る
ざ
一
般
に
説
明
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
此
の
他
に
も
銃
に
明
秘
存
生
中
か
ら
利
密
を
異
に
せ
る
諸
王
元
軸
功
原
等
の
間
に
朋

黛
の
派
閥
が
酸
生
さ
れ
て
ゐ
る
、
と
い
ふ
複
雑
な
政
治
上
の
事
怖
も
あ
り
、
そ
れ
が
偶
璽
明
汕
の
硬
後
、
靖
難
役
に
依
て
表

面
に
勃
發
し
た
も
の
の
様
で
、
成
仙
の
洪
武
蛮
錘
一
回
の
大
改
修
は
恐
ら
く
斯
の
如
き
複
雑
怪
奇
な
黛
乖
に
韮
づ
く
原
因

も
あ
っ
た
や
う
で
あ
る
．
山
來
明
人
に
は
恩
怨
の
糾
纒
を
史
筆
に
託
し
て
代
瀞
せ
し
む
る
ご
い
ふ
弊
風
が
あ
っ
た
．
邸
溶

の
手
に
成
っ
た
憲
宗
蛮
鋒
が
災
與
弼
・
陳
献
章
等
に
不
利
で
あ
り
、
焦
芳
の
細
修
し
た
孝
宗
責
鋒
が
劉
雌
・
謝
遥
等
に
對

し
て
筆
を
曲
げ
、
輩
妃
の
細
纂
に
な
る
武
宗
責
鋒
が
王
理
・
王
守
仁
等
を
斥
け
て
ゐ
て
、
正
史
も
其
の
欺
妄
を
受
け
て
ゐ

る
虚
が
少
か
ら
ず
、
王
枇
貞
や
銭
諏
釜
な
喧
も
此
軸
を
指
摘
癖
正
し
て
は
ゐ
る
が
、
そ
れ
も
ホ
ン
の
十
中
の
一
二
に
過
ぎ

な
鍛
目
然
し
斯
の
如
き
史
筆
を
蒜
り
て
朋
簸
の
私
怨
を
霧
ら
す
さ
い
ふ
宿
弊
は
必
ず
し
も
邸
溶
・
焦
芳
・
壷
妃
等
を
待
つ

ま
で
も
な
く
建
丈
の
史
臣
が
左
様
で
あ
り
、
永
樂
の
鮮
緒
‐
・
楊
士
奇
等
は
単
に
之
に
碓
酬
し
た
に
過
ぎ
な
い
ご
恩
は
れ
る
。

‐
併
な
が
ら
更
に
そ
の
速
凶
に
遡
る
、
と
明
皿
が
在
廷
朋
熱
の
弊
風
を
忌
み
て
之
を
逆
肘
し
て
却
て
常
時
の
元
軸
功
臣
を
悉
く

刈
除
し
た
辛
烈
惨
鼻
の
政
策
に
負
ふ
庭
が
少
く
な
い
こ
ご
を
痛
感
す
る
。

か
シ
る
眞
億
顛
倒
の
不
純
な
政
策
的
動
機
か
ら
成
る
明
代
蛮
錐
は
勢
ひ
之
等
を
根
本
史
料
さ
せ
る
正
史
に
も
影
粋
せ
ず

に
は
濟
ま
な
い
。
王
鴻
締
の
明
史
稿
な
ざ
そ
の
弊
毒
を
受
く
る
こ
ご
の
最
も
多
い
適
例
で
、
乾
隆
勅
撰
の
明
史
に
至
っ
て

は
流
石
に
此
の
欺
妄
を
受
く
る
軸
は
少
な
い
が
、
そ
れ
で
も
絶
無
Ｅ
い
ふ
課
に
は
行
か
な
い
・
從
て
今
、
明
旭
の
人
物
を

論
じ
．
政
策
を
議
す
ろ
に
は
蛮
鋒
。
正
史
の
他
に
元
末
・
明
初
以
来
の
野
史
・
家
来
・
記
録
・
随
筆
の
類
を
参
昭
磐
斑
し

宋
元
昨
代
の
紅
巾
耶
と
元
末
の
蝿
勒
・
白
韮
敦
眺
に
就
い
て
（
下
）
一
○
九

I｣

～
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毛

宋
元
昨
代
の
紅
巾
轆
と
元
末
の
彌
勒
・
白
迩
敦
匪
に
軌
い
て
（
下
）
二
○

て
國
史
費
録
の
欺
臓
蔽
反
を
Ⅷ
筵
正
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
明
の
王
元
美
の
粂
州
別
娠
に
、
國
史
人
悉
。
而
韮
画
蔽
レ
］
山
。
其
救
一
章

○
０
０
０
０
０

０
○
○
０
０
○

典
記
述
二
文
献
型
不
し
可
レ
腰
也
。
野
史
人
臆
。
而
韮
“
失
し
眞
。
・
共
役
鬼
非
圭
伽
羅
忌
む
不
し
可
レ
嵯
也
。
家
史
人
設
。
而
善

０
○
○
０

０
Ｏ

溢
レ
眞
・
共
談
奈
閥
↓
家
育
統
函
不
し
可
レ
應
也
。
ご
あ
る
が
韮
山
く
史
艘
の
得
失
を
穿
つ
主
一
両
を
云
は
ね
ば
な
ら
噌

伺
註
ゞ

目
鄭
晩
呈
明
大
政
記
巷
一
・
今
雷
巷
一
。
。

沈
徳
符
、
野
狸
緬
巷
一
、
’
二
。

朱
幽
砿
、
湧
瞳
小
品
巻
二
。

彰
孫
胎
、
明
朝
紀
那
木
末
補
締
巷
一
・

㈲
夏
墜
、
明
迩
鑑
義
例
。

王
世
貞
、
弁
州
別
集
巷
二
○
’
一
二
、
其
他
。

此
の
問
題
に
這
入
る
前
に
先
つ
一
應
明
腿
の
家
系
出
自
道
そ
の
駁
起
時
代
を
一
瞥
す
る
。
明
祀
の
家
系
は
其
の
手
に
成

る
ご
傳
へ
ら
れ
た
朱
氏
世
徳
之
碑
や
御
製
亡
詞
臣
の
手
に
な
る
剛
皇
陵
碑
や
天
淡
玉
牒
な
ざ
が
絶
好
の
姿
料
で
あ
る
．
朱

氏
批
徳
之
碑
は
徐
頑
卿
の
剪
勝
野
聞
を
始
め
河
そ
の
他
明
人
の
野
史
筆
鋒
の
類
に
性
交
散
見
し
、
御
製
皇
陵
碑
や
天
淡
玉

牒
な
ど
も
沈
節
市
の
記
録
彙
細
や
そ
の
他
の
筆
録
叢
韮
凰
な
ざ
に
收
載
さ
れ
個
明
組
の
詞
臣
の
手
に
な
れ
る
皇
陵
碑
は
正
徳
・

嘉
靖
頃
の
仁
和
の
諸
生
郎
瑛
の
七
修
類
稲
（
巻
七
）
な
ど
に
見
え
て
ゐ
る
。

鑑
誰
益
、
牧
齋
初
學
築
巻
一
○
一
’
一
○
五
。

(b)

明
租
の
出
自
と
争
覇

6

［

一
ノ



ザ

今
朱
氏
世
徳
之
碑
を
中
心
ざ
し
て
之
等
の
諸
普
を
参
考
し
な
が
ら
明
池
の
先
世
の
系
譜
を
作
る
ご
左
記
の
如
く
に
な
ら

浦
『
’
〆
。

■
『

因
に
此
の
系
譜
に
よ
っ
て
見
る
ご
元
明
時
代
の
農
民
が
生
子
に
命
名
す
る
場
合
、
多
く
は
数
詞
を
取
り
て
そ
の
輩
次
を

表
は
す
こ
さ
、
並
に
之
は
惟
に
兄
弟
間
の
み
に
限
ら
ず
五
一
Ｅ
朱
祉
珍
こ
の
場
合
に
兇
る
如
く
從
兄
弟
相
互
間
に
亘
っ
て

も
画
数
詞
に
依
っ
て
誰
次
を
決
定
す
る
風
習
の
あ
っ
た
こ
こ
は
特
に
支
那
枇
會
學
上
注
目
に
値
す
る
。
之
は
長
幼
の
序
を

蕊
脱
す
る
必
要
か
ら
多
産
の
伽
向
あ
る
支
那
祇
會
に
在
り
て
は
航
る
武
川
的
な
命
名
法
で
あ
る
。
閑
話
は
さ
て
措
き
、
明

史
本
紀
に
よ
る
ご
明
祀
の
祀
先
は
元
、
江
蘇
流
人
で
あ
っ
た
が
、
共
虚
か
ら
江
南
の
句
容
に
移
り
、
《
更
に
安
徽
の
泗
州
に

郷
じ
、
明
祗
の
父
朱
世
珍
の
時
に
至
っ
て
更
に
濠
州
の
錘
離
に
郷
住
し
た
ご
あ
る
が
、
彼
等
が
斯
の
様
に
卿
共
流
移
の
生

活
を
醤
ん
だ
原
因
ご
そ
の
情
形
さ
に
つ
い
て
は
朱
氏
世
徳
之
碑
や
二
繩
の
皇
陵
碑
の
文
に
依
て
略
里
其
の
消
息
が
判
明
す

る
．
世
徳
之
碑
に
よ
る
ざ
朱
氏
の
本
宗
は
金
陵
（
南
京
）
の
東
南
四
十
里
程
の
句
容
縣
通
徳
郷
朱
巷
に
出
で
明
組
五
世
の

宋
元
時
代
の
紅
巾
軍
と
元
末
の
彌
勒
・
白
蓮
致
眺
に
就
い
て
（
下
）
二
一

ノ

’
㈹
六
二

五
世
之
祀
仲
八
（
綱
捧
程
“
徳
）
１
１
㈲
叶
垣

（
斐
陳
氏
）
１
口
百
六
Ｉ

（
斐
胡
氏
）

ノ

、

」

’
㈹
四
五

／~、 ｜

識｡
5九。

l l l l

，冒鼎鞠。

十五二を了
Ｉ
㈲
五
一
１
１

（
斐
劉
氏
）

（
迩
凹
）
○
○
○

ｌ
伺
朱
世
珍
ｌ

（
妻
徐
氏
）

’ ’ ’ 1 1 1 1 1
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宋
元
時
代
の
紅
巾
躯
と
元
末
の
蝿
勒
・
白
蓮
致
匪
に
就
い
て
（
下
）
一
二
一

。
○
○
０
０
０
０
◎

弧
仲
八
芭
云
へ
る
も
の
よ
り
説
き
起
し
て
而
も
そ
の
生
業
は
上
仙
以
来
服
勤
挫
桑
さ
あ
る
か
ら
代
共
農
を
本
業
ご
し
た
こ

ざ
は
明
か
で
あ
る
。
然
し
明
史
本
紀
に
は
先
世
家
し
柿
。
徒
二
句
容
一
ご
あ
る
の
で
兄
る
ど
五
世
の
組
仲
八
よ
り
以
前
に
朱
氏

の
本
宗
は
浦
か
ら
何
ら
か
の
事
怖
で
刷
容
に
移
住
し
た
筈
で
あ
る
が
、
そ
の
鮎
は
明
か
で
な
い
。
慨
徳
之
碑
文
に
よ
る
ご

朱
氏
は
一
兀
初
に
淘
金
戸
に
細
入
さ
れ
た
が
金
は
句
容
の
土
産
で
な
く
、
そ
の
材
料
を
他
郷
か
ら
買
收
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
明

○
Ｏ

ク
チ

皿
の
汕
父
初
一
の
時
、
そ
の
苦
役
に
堪
へ
ず
遂
に
田
騰
を
乗
て
二
子
を
携
へ
て
、
安
徽
の
泗
州
肝
胎
縣
に
移
っ
た
。
備
時

長
男
五
一
は
齢
僅
に
十
二
歳
、
次
出
祉
珍
は
八
歳
で
あ
っ
た
．
此
地
に
移
っ
た
初
は
皿
父
の
初
一
は
多
少
の
田
産
も
有
っ

て
ゐ
た
が
、
そ
の
硬
後
は
家
計
日
に
変
へ
て
そ
の
日
の
生
活
に
も
窮
す
る
や
う
に
な
っ
た
の
で
、
明
皿
の
父
は
伯
父
五
一

琶
共
に
全
家
を
學
げ
て
濠
州
錘
離
に
引
越
し
た
。
そ
の
時
代
は
明
か
で
な
い
が
、
五
一
は
三
男
迄
を
、
世
珍
は
長
男
を
肝

胎
で
生
ん
だ
こ
い
へ
ぱ
恐
ら
く
五
一
は
二
十
四
五
歳
、
枇
珍
は
二
十
歳
左
右
の
青
壯
年
代
で
あ
っ
た
ら
う
。
彼
等
が
肝
胎

か
ら
錘
離
に
移
る
間
に
は
尚
数
年
間
五
河
（
安
徽
胤
陽
東
北
）
に
移
っ
て
ゐ
た
。
枇
珍
の
二
男
以
下
の
三
人
の
子
は
共
産

○
Ｏ

で
生
れ
、
四
男
の
明
肌
が
生
れ
る
ざ
間
も
な
く
錘
離
に
移
っ
た
こ
ご
に
な
っ
て
ゐ
る
。
而
し
て
伯
父
五
一
は
明
弧
生
誕
の

年
（
元
の
天
順
帝
天
暦
元
年
、
西
紀
三
三
八
）
に
は
既
に
六
人
の
孫
を
有
っ
て
ゐ
た
が
、
元
末
の
兵
飢
以
來
相
次
い
で

硬
し
、
又
明
組
の
長
兄
車
四
も
李
文
正
ご
い
ふ
一
子
を
有
っ
た
が
、
至
正
四
年
（
西
紀
一
三
四
四
）
明
祀
十
七
歳
の
時
疫

少

病
の
流
行
に
よ
っ
て
父
母
ざ
供
に
姥
れ
て
仕
舞
っ
た
。
朱
氏
世
徳
之
碑
に
よ
れ
ば
明
秘
は
幼
よ
り
病
弱
の
故
を
以
て
既
に

○
Ｏ

父
母
の
存
命
中
皇
尭
寺
に
捨
入
せ
ら
れ
た
が
叩
巾
の
鼓
（
至
正
四
年
）
、
父
母
長
兄
共
に
震
す
る
や
も
次
兄
は
家
業
を
耐

。
○

ざ
、
三
兄
は
劉
氏
の
婿
養
子
ど
な
り
、
明
池
は
跡
を
細
流
（
倫
侶
）
に
托
す
ご
あ
っ
て
、
拾
二
入
皇
尭
寺
中
一
の
文
句
が
和

／



i

フ
ニ

曳
暖
味
で
あ
る
が
、
皇
陵
碑
に
は
念
二
親
爲
二
吾
年
幼
有
一
レ
疾
・
嘗
許
二
群
氏
圭
遂
諦
二
仲
家
至
師
三
事
沙
門
高
彬
於
二
里
之

ガ

皇
琵
寺
圭
郵
人
汪
氏
助
爲
二
之
職
一
ご
あ
っ
て
、
既
に
父
母
は
そ
の
存
命
中
か
ら
明
祀
を
入
寺
得
度
せ
し
む
る
考
で
あ
っ
た

か
ら
、
そ
の
震
後
直
に
隣
人
汪
氏
の
老
婆
か
ら
入
寺
の
漉
物
そ
の
他
の
周
旋
を
受
け
て
同
村
の
皇
墨
寺
に
入
り
高
彬
和
尚

‐
の
弟
子
ど
な
っ
た
の
で
あ
る
・

以
上
は
主
こ
し
て
朱
氏
世
徳
之
碑
文
を
中
心
．
ご
し
て
明
肌
先
批
の
落
泊
流
移
の
狄
況
を
述
べ
た
が
皇
陵
碑
に
擦
る
ど
Ｐ

宋
末
元
初
、
明
祀
の
父
朱
世
珍
が
未
だ
極
め
て
幼
少
の
餌
、
そ
の
父
初
一
が
准
河
を
渡
っ
て
泗
州
に
郷
住
し
た
の
は
兵
飢

後
の
荒
田
を
開
墾
す
る
目
的
で
あ
っ
た
。
而
し
て
明
泄
の
父
世
珍
が
濠
州
錘
離
に
移
る
ま
で
に
は
長
兄
は
津
律
鎭
で
、
仲

兄
は
嬢
壁
で
種
三
兄
は
虹
縣
で
通
明
祗
は
錘
離
の
西
郷
で
各
糞
誕
生
し
、
父
の
晩
年
は
又
太
平
郷
の
孤
村
庄
に
移
り
住
ん

だ
ご
あ
る
如
く
朱
氏
一
家
は
絶
え
ず
生
活
の
費
を
狸
ん
が
篤
め
か
．
蒋
盈
移
動
を
餘
俵
な
く
さ
れ
て
ゐ
た
．
か
強
る
移
縛

の
動
機
原
因
は
句
容
か
ら
泗
州
に
移
っ
た
明
肌
の
租
父
初
一
の
時
以
外
は
明
か
で
な
い
。
初
一
夫
妻
は
元
初
句
容
で
淘
金

戸
に
細
入
さ
れ
、
そ
の
歳
課
を
賊
ふ
能
は
ず
し
て
破
産
し
、
宋
末
元
初
に
糊
時
僅
に
十
二
歳
の
五
一
と
八
歳
の
五
四
へ
明

祀
の
父
世
珍
）
の
兄
弟
二
兇
産
携
へ
江
・
准
を
渡
っ
て
泗
州
の
肝
胎
縣
に
移
住
し
て
此
庭
で
兵
飢
後
の
荒
應
田
の
開
墾
に

ｂ
℃
ｂ

從
事
し
た
こ
さ
は
既
に
前
に
述
一
ぺ
た
が
、
淘
金
戸
ご
い
ふ
は
軍
戸
・
姑
戸
・
匠
戸
・
照
戸
等
糞
建
Ｅ
同
じ
く
元
代
の
諸
色
戸

も

エ

計
の
一
つ
で
金
砿
地
に
就
い
て
金
沙
金
粉
を
淘
り
分
け
て
地
金
を
採
集
す
る
官
戸
の
一
種
で
あ
る
。
そ
の
義
務
は
定
額
の

課
金
を
官
に
税
金
ざ
し
て
紬
む
る
外
、
別
に
國
税
を
納
め
た
り
、
差
役
に
服
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
。
元
史

食
貨
志
に
擦
る
Ｅ
、

宋
元
時
代
の
紅
巾
軍
と
元
末
の
彌
勒
・
白
蓮
教
匪
に
就
い
て
（
下
）
一
二
一

〃

島

リ
ト
ー
ィ
Ⅱ

I



、

失
し
て
徒
に
三
個
の
屍
を
見
守
っ
て
ゐ
た
時
の
事
を
誌
し
て
、

○
。
○
。
Ｏ
ヲ
０
○
○
Ｃ
Ｏ
０
０
。
○

合
家
守
喪
。
田
主
徳
不
二
我
願
↓
呼
叱
昂
令
既
不
レ
與
レ
地
。
さ
云
っ
て
℃
．
彼
等
の
田
主
は
不
徳
に
も
此
の
不
幸
な
る

宋
元
時
代
の
紅
巾
軍
と
元
末
の
彌
勒
・
白
蓮
致
匪
に
就
い
て
（
下
）
二
四

ヲ

至
元
二
十
四
年
。
立
二
（
淘
金
）
提
學
司
↓
以
二
建
康
等
鹿
ノ
淘
金
夫
。
凡
七
千
三
百
六
十
五
戸
争
隷
二
之
所
帷
之
金
場
凡
七

０
０
０
○

十
餘
所
印
未
し
幾
。
以
二
建
康
無
一
レ
金
。
革
二
提
畢
司
一
罷
二
淘
金
戸
辛

さ
あ
る
が
、
此
の
時
、
明
汕
の
皿
父
初
一
等
は
郷
里
句
容
で
淘
金
夫
に
括
籍
さ
れ
た
も
の
ど
見
え
る
。
朱
氏
世
徳
之
碑
に

此
の
時
の
事
情
を
記
し
て
、
、ｄ

ｏ
○
○
Ｏ
毛
ト
ム
ク
チ

元
初
雑
二
淘
金
戸
至
金
非
二
土
産
卒
市
二
於
他
方
↓
以
雪
先
祀
初
一
公
・
困
二
於
役
聖
遂
莱
二
川
臓
至
携
ニ
ニ
子
聿
遷
二
泗
州
肝
胎

》
嘩
岼
ｏ

ｒ
Ⅱ
６
ノ
ー
■

道
あ
る
が
、
此
の
文
ご
℃
前
記
元
史
食
蛍
志
の
未
し
幾
以
一
一
建
康
無
）
し
金
。
革
二
提
畢
司
圭
ご
い
ふ
文
句
と
を
雌
合
し
て
兇

い

る
ご
明
姐
の
組
父
初
一
の
破
産
流
亡
の
消
息
が
よ
く
分
か
る
。

初
一
が
肝
胎
に
移
住
し
て
後
は
荒
田
の
開
墾
も
順
調
に
進
ん
で
一
時
は
多
少
の
田
産
も
所
有
し
て
ゐ
た
ら
し
い
が
、
そ

の
硬
後
は
家
道
日
に
傾
き
そ
の
長
男
五
一
は
此
地
を
去
っ
て
濠
州
錘
離
に
移
っ
た
。
世
徳
之
碑
に
『
其
後
先
老
君
．
因
至
二

目

錘
離
↓
同
居
』
（
類
稿
本
）
ご
あ
る
の
で
見
る
ご
、
五
一
が
先
づ
鈍
離
に
移
り
明
肌
の
父
五
四
（
世
珍
）
が
そ
の
後
を
迫

う
て
移
住
し
た
ら
し
い
。
然
ら
ば
彼
等
が
鈍
離
へ
移
っ
た
の
は
何
か
貧
乏
生
活
打
開
の
新
し
い
方
法
が
見
付
か
っ
た
篤
め

か
ご
云
へ
ぱ
必
ず
し
も
左
様
で
・
は
な
か
っ
た
。
明
皿
の
御
製
皇
陵
碑
を
兄
る
ご
、
至
正
四
年
疫
病
の
流
行
に
因
て
此
の
地

で
父
母
長
兄
に
先
立
た
れ
た
明
祀
が
、
仲
兄
さ
共
に
喫
ふ
に
食
な
く
、
葬
る
に
椋
榔
・
墓
地
の
準
備
も
な
く
全
く
呆
然
自

＝

1

〆



孤
兒
達
を
徒
に
口
八
ケ
間
し
く
叱
査
す
る
ば
か
り
で
、
尺
寸
の
墓
地
も
恵
ん
で
は
く
れ
な
か
っ
た
ご
あ
る
か
ら
、
鴬
時
六

十
四
歳
の
老
世
珍
ざ
五
十
九
歳
の
老
妻
陳
氏
等
は
死
ぬ
ま
で
依
然
さ
し
て
猟
額
大
の
耕
戦
笹
小
作
し
て
そ
の
口
を
糊
し
て

ゐ
た
悲
惨
な
貧
佃
農
奴
に
過
ぎ
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
。

さ
て
以
上
述
べ
た
や
う
な
江
准
間
を
流
離
縛
交
し
て
そ
の
日
の
糧
に
も
困
窮
し
た
貧
佃
下
戸
か
ら
出
た
明
組
は
洪
武
賓

鋒
に
擦
る
亡
元
の
天
順
帝
の
天
暦
元
年
戊
辰
（
西
紀
二
三
八
）
九
月
壬
成
（
十
八
日
）
に
錘
離
で
生
誕
し
た
。
皇
陵
碑

文
に
よ
る
ざ
兄
が
二
人
あ
っ
て
父
母
が
疫
病
で
朴
れ
た
際
は
長
兄
も
亦
之
に
先
立
っ
て
死
し
、
一
家
は
三
人
の
喪
を
擁
し

て
、
喫
ふ
に
食
な
く
葬
る
に
柁
榔
・
墓
地
な
き
悲
惨
の
状
態
で
あ
っ
た
。
明
史
は
此
の
年
を
至
正
四
年
明
祀
十
七
歳
の
出

來
事
こ
し
て
ゐ
る
が
父
母
長
兄
を
葬
り
経
る
ざ
生
活
の
爲
に
一
家
は
離
散
し
、
明
加
は
鄭
人
汪
氏
の
老
母
の
周
旋
に
因
て

附
近
の
佛
寺
皇
提
寺
に
途
ら
れ
入
道
し
て
沙
彌
さ
な
っ
た
。
然
し
打
つ
堂
く
戦
飢
ご
天
災
ざ
の
影
響
は
山
門
内
に
も
波
及

せ
ぬ
筈
は
な
く
、
明
組
の
入
寺
後
、
僅
か
二
ケ
月
を
経
ず
し
て
一
山
は
綴
食
枯
渇
に
兄
舞
は
れ
、
大
衆
は
雲
水
遊
行
の
族

に
出
て
各
皇
自
活
の
途
を
識
ぜ
ね
ぱ
な
ら
な
く
な
っ
た
。
入
寺
後
間
も
な
い
紅
甑
の
雛
僻
に
取
て
此
の
行
は
斑
に
容
易
な

ら
ぬ
苦
練
で
あ
っ
た
が
坐
し
て
餓
死
を
待
つ
こ
直
も
出
来
な
い
の
で
途
に
一
笠
孤
杖
に
托
し
て
雲
水
の
族
に
出
た
。
此
の

時
の
悲
惨
な
境
遇
は
御
製
皇
陵
碑
の
文
が
壌
も
雄
嬬
に
之
を
物
語
て
を
る
。
か
く
て
明
皿
は
安
徽
の
合
肥
か
ら
光
（
河
南

淡
川
）
・
固
（
河
南
団
始
）
・
汝
（
河
南
臨
汝
）
・
願
（
安
徽
阜
陽
）
等
の
諸
州
を
漂
浪
歴
遊
し
て
三
年
の
後
、
瓢
然
ご

し
て
再
び
呈
尭
寺
に
還
っ
て
來
た
。
街
時
元
の
國
政
素
れ
て
盗
賊
四
方
に
起
り
、
劉
祁
通
・
杜
迩
辿
等
は
韓
山
童
を
奉
戴

し
宋
の
末
喬
Ｅ
濡
し
て
頴
州
か
ら
起
り
、
徐
毒
郷
は
帝
號
を
僻
し
て
断
州
（
湖
北
斬
水
）
に
擦
り
、
，
芝
肺
李
等
は
徐
州
を

宋
元
時
代
の
紅
叩
軍
と
元
末
の
彌
勒
・
白
韮
致
匪
に
就
い
て
（
下
）
．
二
五

ノ

』



、

I

Ｊ
１

1

、

1

時
濠
州
城
に
擦
っ
て
元
朝
に
叛
旗
を
翻
し
遙
か
に
頴
州
の
韓
林
兒
等
に
呼
應
し
て
ゐ
た
郭
子
興
・
孫
徳
崖
等
の
部
隊
に
加

は
る
こ
さ
に
な
っ
た
。
明
租
が
濠
城
に
投
蹄
し
た
営
時
の
事
情
に
つ
い
て
洪
武
蛮
鋒
は
。
『
大
明
太
旭
高
皇
帝
。
起
し
義
。

入
二
於
濠
州
一
』
な
ぎ
麓
頗
る
繼
裁
の
良
い
文
句
を
肘
ゐ
て
ゐ
る
が
、
蜜
際
は
城
門
に
立
っ
て
兵
役
志
願
の
意
を
述
べ
た
時

は
衞
兵
か
ら
間
諜
ざ
間
連
へ
ら
れ
共
の
ま
シ
執
へ
ら
れ
て
厳
し
い
訊
問
の
上
、
漸
く
入
隊
を
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
時

日

に
元
順
彌
の
至
正
士
一
年
（
西
紀
三
五
二
）
三
月
朔
で
画
明
哩
千
五
歳
の
春
で
あ
っ
た
。
之
か
ら
間
も
な
く
明
汕
は

郭
子
興
に
そ
の
材
幹
を
認
め
ら
れ
、
左
右
に
留
ま
っ
て
そ
の
親
兵
ご
な
り
、
子
興
の
第
二
夫
人
張
氏
の
周
旋
に
因
て
、
馬

公
の
季
女
で
子
興
に
養
は
れ
て
ゐ
た
も
の
を
婆
っ
て
次
第
に
地
位
を
得
る
様
に
な
っ
た
。
此
の
馬
氏
が
即
ち
資
夫
人
の
群

の
高
い
孝
慈
高
皇
后
で
、
後
年
明
秘
が
一
統
の
大
業
を
完
成
せ
し
功
絞
の
一
半
は
此
の
婦
人
の
内
助
に
負
ふ
虚
が
多
い
ざ

宋
元
時
代
の
紅
巾
正
と
元
末
の
彌
勒
・
白
韮
教
匪
に
就
い
て
（
下
）
二
六、

、
、
℃
℃
も
も
、
℃
℃

陥
れ
て
各
且
兵
衆
数
寓
を
擁
し
、
將
帥
を
世
さ
、
郡
縣
を
略
し
官
吏
を
殺
し
都
邑
を
焚
劫
せ
る
大
動
乱
の
起
ら
ん
ご
す
る

前
夕
で
あ
っ
た
が
、
明
祗
は
恰
か
も
之
等
元
末
の
紅
巾
教
匪
動
飢
の
主
要
中
心
地
域
を
雲
水
に
託
し
て
普
く
愛
地
に
目
盤

・
℃
も
も
ｂ
ｂ
ｂ
も

調
査
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
此
の
間
に
得
た
活
き
た
継
鱗
が
後
來
彼
の
政
治
的
・
軍
事
的
生
活
の
上
に
如
何
に
役
立
っ
た

か
は
蓋
、
量
り
知
れ
な
い
も
の
で
あ
ら
う
。

斯
く
て
明
組
は
皇
墨
寺
に
住
す
る
こ
ど
復
三
年
、
漸
や
く
匪
飢
は
此
の
地
に
も
波
及
し
て
皇
覺
寺
に
も
焚
掠
の
手
が
仲

ぴ
た
の
で
遂
に
伽
藍
肺
に
鱸
っ
て
卜
笠
を
行
ひ
、
寺
に
留
っ
て
佛
門
を
間
守
す
る
か
、
或
は
匪
賊
の
薬
に
加
は
っ
て
生
活

の
道
産
拓
、
か
を
決
定
す
る
こ
ご
夢
し
た
。
之
よ
り
前
、
匪
群
に
投
じ
た
朋
友
か
ら
数
里
招
請
状
に
接
し
て
ゐ
た
の
で
此

○
○
歩

の
占
卜
ご
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
結
果
は
落
草
（
匪
賊
に
奔
る
）
の
外
、
通
な
き
卦
を
得
た
の
で
、
途
に
意
を
決
し
て
徴

』

ノ

－



『

1

、
▼

○
○
○
○
Ｏ
○

略
所
引
）
に
見
え
て
ゐ
る
が
、
憩
兇
に
よ
れ
ば
彼
は
元
、
韓
林
兒
等
の
白
韮
教
の
信
徒
で
、
毫
州
制
節
元
帥
の
名
號
も
、

０
０
Ｏ

前
赫
で
述
べ
た
明
末
河
北
溌
州
か
ら
起
っ
た
汽
蓮
教
匪
の
肯
魁
王
森
等
が
、
各
地
に
公
所
を
設
け
て
、
大
小
の
傳
頭
や
會

Ｏ

Ｃ
。
○
０
０

竹
の
稲
號
産
與
へ
た
例
に
照
し
て
見
る
ご
小
明
王
（
韓
林
兒
）
の
筒
蓮
教
含
方
面
か
ら
得
た
名
騨
の
旗
號
で
は
な
い
か
ご

グ
鍾

凸

グ

恩
は
れ
る
。
常
時
、
郭
子
典
等
琶
倶
に
濠
城
に
擴
て
事
を
起
し
た
孫
徳
崖
を
始
め
、
命
某
。
櫓
某
・
播
某
な
ど
い
へ
る
資

鋒
に
見
え
た
叛
徒
も
皆
悉
く
か
出
る
向
蓮
教
徒
に
籍
を
有
っ
て
ゐ
た
も
の
ら
し
い
。
明
旭
は
斯
く
て
郭
子
典
か
ら
異
常
の

信
任
を
得
た
に
も
係
ら
ず
、
そ
の
諸
子
ご
相
協
は
ず
、
そ
の
結
果
は
時
ご
共
に
次
第
に
子
興
自
身
か
ら
も
疏
ぜ
ら
れ
る
様

に
な
っ
た
。

か
猶
る
間
に
至
正
十
二
年
秋
、
元
相
脱
兵
は
親
か
ら
大
軍
に
將
亡
し
て
河
南
叛
徒
の
討
伐
に
向
ひ
共
年
九
月
徐
州
を
回

復
し
て
芝
卿
李
を
誹
し
た
の
で
、
そ
の
部
下
彰
大
・
趙
君
用
（
均
朋
）
等
は
礎
卒
を
帥
ゐ
て
濠
州
に
奔
り
、
郭
・
孫
等
は
此

の
窮
烏
を
そ
の
城
に
迎
へ
紬
れ
た
が
Ⅲ
も
な
く
郭
・
彰
芭
孫
・
趙
芭
の
川
に
勢
力
乖
が
起
り
、
郭
子
興
は
一
時
孫
・
趙
等

に
執
へ
ら
れ
、
明
祀
の
救
援
に
巾
て
危
ぐ
一
命
を
脱
す
る
事
件
も
起
っ
た
。
叉
此
冬
脆
堂
の
命
を
受
け
て
徐
州
の
礎
蕪
を

追
盤
せ
る
元
將
震
郷
の
爲
め
に
渋
城
が
阻
ま
れ
て
そ
の
陥
落
は
旦
夕
に
辿
っ
た
が
幸
に
し
て
翌
春
画
科
が
陣
中
に
病
死

○
Ｏ

し
た
の
で
濠
城
の
剛
も
之
に
依
て
瓦
鮮
し
た
。
此
の
川
に
明
肌
は
里
中
の
募
兵
に
成
功
し
て
漸
く
郭
子
典
か
ら
鋲
撫
の
位

世
を
與
へ
ら
れ
た
が
常
時
彰
・
越
の
勢
力
が
凶
暴
を
極
め
、
郭
子
典
も
亦
無
能
孤
弱
に
し
て
到
底
大
事
を
途
ぐ
る
に
疋
ら

宋
元
時
代
の
紅
巾
軍
と
元
末
の
彌
勒
・
白
蓮
戦
雛
に
就
い
て
（
下
）
一
一
七

い
ふ
程
の
賢
婦
女
傑
で
あ
っ
た
。

〈
ク

郭
子
興
は
元
、
定
速
縣
の
岱
民
で
『
焼
香
楽
し
衆
。
稀
二
毫
州
制
節
元
帥
一
』
さ
命
本
の
皇
明
紀
事
鋒
（
錘
氏
國
初
華
雄
事

〃

、

Ｉ
Ｆ
函

1
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少

宋
元
峠
代
の
紅
巾
軍
と
元
末
の
彌
勒
・
白
蓮
教
匪
に
就
い
て
（
下
）
一
一
八

な
い
の
を
見
て
、
明
旭
は
部
兵
を
他
將
に
委
炮
自
派
の
大
勢
を
娩
恢
す
べ
く
其
の
腹
心
の
徒
徐
逵
・
湯
和
等
さ
似
に
南
下

し
て
定
速
を
攻
略
し
、
降
兵
飢
卒
二
曲
三
千
除
を
糾
合
し
て
遂
に
溌
州
（
安
徽
溌
縣
）
を
陥
れ
、
可
ぴ
郭
軍
ご
合
し
て
和

州
（
安
徽
和
縣
）
に
擦
り
、
元
の
攻
刷
の
大
軍
を
蛭
退
し
て
一
躍
名
雄
を
揚
げ
て
郭
軍
の
細
参
謀
長
、
と
な
っ
た
。
時
に
元

の
至
正
十
五
年
三
月
で
あ
っ
た
が
、
此
の
月
郭
子
興
は
突
然
病
残
し
て
そ
の
子
郭
天
救
が
之
を
胴
ざ
、
其
の
刑
帥
は
張
天

佑
ご
明
阻
ざ
が
之
に
倣
っ
た
。
之
は
常
時
彰
大
既
に
硬
し
て
、
そ
の
子
彰
早
住
之
に
胴
ざ
趙
君
川
ご
倶
に
濠
軍
の
別
動
隊

夕
チ

ピ
し
て
泗
州
肝
胎
を
經
略
し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
此
幽
郭
子
興
部
下
の
兵
は
總
勢
四
繭
を
超
え
て
ゐ
た
が
そ
の
中
三
禽

餘
は
明
旭
の
旗
下
に
厩
し
て
ゐ
た
琶
云
へ
ぱ
彼
の
勢
力
の
大
は
推
し
て
知
る
べ
し
で
あ
る
。

至
正
十
五
年
二
月
劉
臓
通
の
白
韮
教
匪
は
安
徽
の
毫
州
（
今
の
毫
縣
）
に
振
っ
て
小
明
王
を
腸
山
（
江
蘇
柵
縣
）
よ
り

Ｏ

○
Ｏ

迎
へ
て
皇
帝
の
位
に
登
ぼ
せ
國
號
を
宋
、
年
號
を
龍
鳳
亡
濡
し
て
、
各
路
の
同
志
の
結
束
糾
合
に
努
め
出
し
た
。
価
て
濠

に
も
使
を
派
し
て
入
朝
を
促
し
來
つ
た
の
で
張
天
祓
が
代
遥
せ
ら
れ
た
が
、
彼
は
同
年
四
月
毫
都
の
宰
相
杜
通
道
の
微
丈

を
獄
ら
し
還
り
、
同
時
に
小
明
王
は
郭
子
興
の
嗣
子
天
救
を
都
元
帥
に
、
張
天
鮎
を
右
刑
元
帥
、
明
岨
を
左
副
元
帥
に
任

ゾ
ヲ

命
し
た
（
命
本
・
紀
事
録
）
。
此
の
時
明
旭
は
之
に
平
な
ら
ず
『
大
丈
夫
寧
能
受
二
制
於
人
一
耶
。
逢
不
レ
受
。
』
ご
洪
武
蛮

鋒
に
は
見
え
て
ぞ
り
、
高
岱
の
鴻
猷
鋒
（
巻
一
）
以
下
、
王
鴻
緒
の
明
史
稿
や
乾
隆
の
明
史
す
ら
そ
の
欺
妄
を
承
け
て
ゐ

る
が
之
は
夏
葵
が
明
迩
鑑
（
前
細
巻
一
）
の
論
策
で
述
べ
た
如
く
洪
武
責
鋒
細
者
の
忌
謙
で
、
事
資
は
明
旭
も
之
に
臣

鴎
し
て
其
の
統
制
に
甘
ん
じ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。
此
等
の
軸
に
開
し
て
は
夏
藥
ご
は
別
に
、
和
田
（
清
）
博
士
の
明
快
な

皇
爵
も
あ
紬
、

■

1
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ウ

,！
此
の
唖
明
祗
の
幕
下
に
は
徐
逹
・
常
遇
泰
・
湯
和
等
の
猛
肘
や
李
蕃
長
等
の
参
謀
も
集
ま
り
調
蕊
漸
く
薬
ひ
始
め
た
の

で
、
至
正
十
五
年
夏
五
月
巣
湖
の
水
匪
塵
永
安
・
命
迩
海
等
の
水
軍
を
利
別
し
て
大
江
を
渡
っ
て
釆
石
を
取
り
次
い
で
太

平
路
（
安
徽
徴
塗
縣
）
を
陥
れ
、
此
虚
に
太
平
興
國
蕊
元
帥
府
を
建
て
営
自
か
ら
そ
の
元
帥
を
領
し
、
儒
臣
の
陶
安
、
李
書

等
を
幕
府
に
琴
與
せ
し
め
た
。
此
の
年
九
月
濠
車
は
渠
慶
路
（
江
蘇
南
京
）
を
攻
め
た
が
利
あ
ら
ず
、
郭
天
救
・
張
天
肺

等
は
皆
な
此
の
役
に
朴
れ
た
の
で
濠
軍
の
部
將
は
皆
な
悉
く
明
汕
の
統
制
に
蹄
す
る
こ
さ
に
な
っ
た
。

斯
く
て
翌
至
正
十
六
年
泰
二
月
明
組
は
集
塵
路
を
陥
れ
て
元
兵
三
街
六
千
を
降
し
集
慶
路
を
改
め
て
應
天
府
ご
稲
し
此

虚
に
擦
っ
て
虎
覗
眈
交
さ
し
て
江
南
經
略
の
機
を
窺
っ
た
。
此
の
時
銀
江
・
楊
州
等
の
沿
江
の
要
地
を
始
め
、
安
徽
の
宣

城
（
寧
國
）
か
ら
か
け
て
漸
江
の
金
華
（
婆
州
）
・
亜
水
（
虚
州
）
・
術
縣
（
循
州
）
等
の
地
方
は
元
軍
が
擦
り
、
蘇
州

（
典
）
を
中
心
ざ
す
る
江
蘇
束
南
部
や
杭
州
を
中
心
．
ご
せ
る
銭
蛎
江
下
流
域
並
に
江
北
の
惟
束
各
地
は
張
士
誠
が
之
を
占

有
し
、
湘
間
の
沿
海
地
方
に
は
海
冠
の
方
國
珍
が
盤
据
し
、
安
徽
南
部
の
、
炎
池
を
中
心
Ｅ
せ
る
沿
江
各
地
か
ら
商
は
江

西
、
湖
隣
の
重
要
部
分
は
蠅
勒
系
に
脇
す
る
紅
巾
教
眺
の
仙
袖
徐
森
郷
の
保
有
す
る
庭
さ
な
っ
て
ゐ
た
。
從
て
明
汕
の
濠

軍
は
南
北
か
ら
は
元
の
官
軍
に
、
東
舸
か
ら
は
張
士
誠
さ
徐
蒜
輝
き
に
包
刷
さ
れ
て
ゐ
た
形
で
あ
っ
た
。
此
の
中
東
内
の

凧
勢
は
壌
も
強
く
し
て
粋
か
に
正
面
か
ら
之
等
に
糊
る
こ
さ
は
出
来
な
い
か
ら
、
明
皿
は
徒
ら
に
尤
大
な
兵
力
を
蝿
集
め

て
ゐ
て
も
内
部
の
統
一
も
結
束
も
な
く
祁
五
の
連
絡
を
峡
い
だ
官
軍
か
ら
先
づ
前
に
攻
略
す
る
こ
こ
Ｌ
し
、
至
正
十
六
年

森
鎭
江
を
抜
き
秋
七
月
災
に
安
徽
の
旗
徳
を
陥
れ
て
次
策
に
東
方
の
張
士
誠
の
勢
力
を
雌
辿
し
た
。
此
の
時
や
明
川
は
南

ヂ
ン

京
の
元
の
御
史
姦
を
公
府
ど
し
て
江
南
行
中
脊
符
を
此
脆
に
世
き
て
中
謝
符
事
を
統
・
ぺ
る
さ
共
に
呉
國
公
ご
稲
し
て
番
を

宋
元
時
代
の
紅
巾
乖
と
元
末
の
彌
勒
・
白
韮
敦
眺
に
就
い
て
（
下
）
一
一
九
‐

Ｉ

や
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十
二
月
に
は
江
北
の
要
衝
挑
州
を
占
恢
し
た
．
翌
十
八
年
末
に
は
湘
江
銭
堀
江
流
域
の
大
都
會
婆
州
（
金
華
）
を
陥
れ
て

此
庭
に
漸
束
行
省
を
世
い
て
金
華
府
ご
改
稚
し
た
。
命
本
の
呈
明
記
事
鋒
に
よ
る
Ｅ
是
の
年
十
月
明
皿
は
馬
歩
兵
数
繭
を

ヱ

領
し
て
湘
東
に
出
征
し
た
が
、
『
奉
天
都
統
中
華
』
の
六
大
字
を
鍋
つ
た
金
牌
を
懸
け
、
十
二
月
に
愈
溌
婆
州
（
金
華
城
）

０
Ｏ

を
陥
れ
た
時
に
は
城
門
に
二
大
黄
旗
（
天
子
の
旗
）
を
建
て
、
更
に
そ
の
咽
傍
に
二
牌
を
立
て
、
黄
旗
の
上
に
『
山
河
奄

○
○
○

○
Ｏ

有
中
華
地
』
『
日
月
軍
附
大
宋
天
』
ご
い
ふ
二
聯
の
文
を
害
し
、
又
叩
傍
の
牌
上
に
は
各
曳
『
九
天
日
胤
開
黄
道
』
「
宋
國

江
山
復
喪
脚
』
さ
認
め
た
そ
う
で
あ
る
。
和
田
（
清
）
博
士
は
之
を
以
て
明
祀
朱
元
琿
が
紅
巾
白
蓮
教
匪
の
首
領
小
明
王

（
韓
林
兇
）
部
下
の
將
軍
で
あ
っ
た
こ
這
の
裟
で
あ
る
這
断
ぜ
ら
れ
た
嫡
事
費
は
正
に
其
の
通
り
で
如
何
に
明
初
の

ノ

史
臣
を
始
め
明
一
代
の
人
友
が
明
組
の
篤
め
に
曲
涛
回
謹
の
筆
を
弄
し
て
も
此
の
倣
然
た
る
歴
史
上
の
事
賓
を
抹
殺
す
る

こ
こ
は
出
来
な
い
。
此
の
事
は
猫
り
、
命
本
の
此
の
皇
明
記
事
錐
の
文
が
誰
明
す
る
の
み
な
ら
ず
、
明
腿
の
手
に
な
っ
て
、

宋
元
時
代
の
紅
巾
車
と
元
末
の
彌
勒
・
白
蓮
敷
匪
に
就
い
て
（
下
）
三
一
○

張
士
誠
に
逢
っ
て
そ
の
威
勢
を
示
し
た
。
呉
國
公
の
孵
號
は
蛮
鋒
で
は
諸
將
の
推
赦
に
因
る
様
に
書
い
て
ゐ
る
が
、
之
は

勿
論
、
毫
都
の
小
明
王
の
除
封
で
あ
ら
う
。
命
本
皇
明
記
事
鋒
に
は
此
の
月
小
明
王
は
明
測
を
榧
辮
院
同
愈
に
除
し
、
綾

い
て
之
を
陸
せ
て
江
南
等
虚
行
中
諜
省
平
章
さ
な
し
、
故
の
郭
天
鍍
の
弟
郭
天
疏
を
右
丞
に
、
そ
の
他
李
善
長
や
旗
下
の

諸
將
に
も
そ
れ
人
Ｉ
除
任
の
恩
命
が
あ
っ
た
こ
さ
を
記
し
て
を
る
か
ら
．
明
測
の
呉
國
公
も
恐
く
此
の
際
の
封
僻
に
相
違

唾

な
い
。

〆

之
か
ら
明
肌
の
濠
軍
は
正
に
破
竹
の
勢
で
四
隣
を
經
略
し
、
至
正
十
七
年
春
夏
の
唖
に
は
常
州
・
江
陰
（
以
上
江
蘇
）

長
典
（
漸
江
）
・
寧
國
（
安
徽
）
を
取
り
、
同
年
秋
多
に
亘
っ
て
常
熟
（
江
蘇
）
徽
州
（
安
徽
款
縣
）
を
連
陥
し
て
経
に

I

ド
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I

そ
の
後
の
明
朝
史
臣
等
か
ら
極
力
忌
諌
さ
れ
た
朱
氏
世
徳
之
碑
文
は
龍
鳳
九
年
（
至
正
一
千
三
年
）
三
月
十
四
日
の
日
附

で
小
明
王
か
ら
明
組
の
三
代
の
先
皿
が
追
封
さ
れ
た
事
を
明
秘
自
身
が
如
何
に
も
得
意
の
筆
致
を
以
て
池
娠
に
報
告
し
た

」
〃
“

／

そ
の
祭
告
文
で
あ
る
ご
い
ふ
こ
Ｅ
か
ら
推
し
て
も
最
早
動
す
べ
か
ら
ざ
る
事
實
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
但
、
明
祀
が
斯

の
如
く
白
蓮
教
匪
の
首
恢
小
明
王
を
担
い
で
之
に
臣
厨
し
て
ゐ
た
動
機
が
果
し
て
純
眞
な
白
蓮
教
の
信
仰
か
ら
起
っ
た
も

の
か
、
或
は
そ
の
政
策
上
、
難
に
一
時
の
方
便
か
ら
出
て
ゐ
た
の
か
は
今
遮
に
決
定
す
る
こ
ぜ
は
出
來
な
い
。○

○
○
Ｏ

倦
叉
小
明
王
・
劉
禰
迩
等
は
此
の
年
四
月
に
沐
梁
（
河
南
開
封
）
を
陥
れ
て
此
に
遷
都
し
名
賓
共
に
宋
の
後
繼
者
を
以

て
自
任
し
、
部
下
の
諸
將
に
號
令
し
て
日
翼
・
晋
・
遼
東
等
の
東
北
面
芭
、
㈲
山
東
・
河
北
方
面
這
目
峡
・
廿
・
四
川

等
の
西
方
の
経
略
に
從
事
せ
し
め
た
。
回
之
に
加
ふ
る
に
明
測
等
の
南
面
軍
の
經
略
を
以
て
し
た
か
ら
、
宋
主
（
小
明
王
）

の
勢
力
は
此
の
時
を
以
て
絶
頂
芒
認
迩
べ
き
で
あ
ら
う
。
然
し
此
の
翌
至
正
十
九
年
八
月
に
至
る
ご
元
艫
察
牢
帖
木
兒
の

鰯
め
に
再
び
塗
皐
を
奪
は
れ
宋
主
は
安
挫
（
鳳
陽
）
に
敗
退
し
て
一
落
千
丈
に
其
勢
力
が
失
墜
し
た
。
之
に
反
し
て
明
祀

の
江
南
経
略
は
破
竹
の
勢
を
呈
し
、
至
正
十
九
年
に
は
一
時
方
國
珍
を
降
し
て
漸
江
東
南
の
各
地
を
版
脚
に
入
れ
、
池
州

（
安
徽
炎
池
）
・
虚
州
（
湘
江
艇
水
）
を
迩
陥
し
、
其
翌
二
十
年
に
は
徐
赫
郷
を
募
っ
て
武
昌
に
擦
れ
る
漢
の
陳
友
諒
を

ｆ

託
瀧
に
破
り
、
次
で
安
慶
（
安
徽
懐
寧
）
・
信
州
（
江
西
上
焼
）
・
座
元
（
漸
江
榔
縣
）
・
衰
州
（
江
西
迩
泰
）
等
を
攻

略
し
た
の
で
、
安
徽
。
江
西
・
湘
江
の
蝶
饒
地
帯
は
大
半
、
・
明
祀
の
領
有
に
蹄
し
た
。
叉
其
の
翌
二
十
一
年
に
は
江
西
・

湖
北
の
沿
江
の
要
衝
、
九
江
・
足
子
・
断
泰
。
茨
岡
。
灰
濟
を
始
め
郡
賜
湖
南
の
各
邑
臨
川
迄
併
呑
し
遂
に
そ
の
翌
一
十

二
年
正
月
に
は
江
西
の
心
臓
南
呂
府
（
舵
典
）
を
降
し
て
此
の
地
を
洪
都
府
に
改
め
た
．

宋
元
時
代
の
紅
巾
軍
と
元
末
の
彌
勒
・
白
蓮
教
匪
に
就
い
て
（
下
）
三
二

0

１
１

〆

I

I

■
ｒ



、
0

巳

他
方
、
宋
主
小
明
王
ご
明
皿
さ
の
其
後
の
關
係
は
ざ
う
か
、
前
者
は
至
正
十
九
年
（
龍
鳳
五
年
）
八
月
官
軍
の
矯
め
に

沐
梁
か
ら
逐
は
れ
て
か
ら
以
来
引
つ
図
い
て
安
挫
を
そ
の
本
擴
ご
し
て
ゐ
た
が
、
二
十
三
年
三
月
呉
王
張
士
誠
の
將
軍
呂

・
珍
の
爲
め
に
一
時
此
虚
が
陥
ら
れ
た
。
此
の
時
明
祗
の
救
握
に
依
て
安
挫
は
回
復
せ
ら
れ
た
が
、
宋
主
小
明
王
ざ
太
保
劉

一
緬
通
等
は
南
京
（
應
天
府
）
に
迎
へ
取
ら
れ
て
そ
の
、
王
に
奉
戴
さ
れ
ん
さ
し
た
。
此
の
事
は
明
祀
の
謀
臣
劉
基
等
の
誠
一
蒜

に
依
っ
て
中
止
さ
れ
、
改
め
て
一
時
之
を
安
徽
の
溌
州
に
奉
安
す
る
こ
さ
上
な
っ
た
。
其
の
後
、
，
西
方
の
弧
敵
陳
友
諒
を

そ
の
版
岡
に
加
へ
、
至
正
一
千
七
年
九
月
終
に
蘇
州
平
江
府
を
剛
ん
で
之
を
陥
れ
、
張
士
誠
を
檎
に
し
て
江
南
を
一
統
し

た
。
而
し
て
此
の
猛
威
に
乗
じ
て
同
年
十
且
千
五
蕗
の
大
丘
を
動
員
し
て
北
伐
の
壯
畢
を
敢
行
す
る
こ
こ
Ｌ
な
り
、
翌

年
正
月
南
京
に
擁
て
帝
位
に
即
く
ご
共
に
、
約
三
年
の
後
、
即
ち
洪
武
三
年
十
一
月
に
な
り
て
元
帝
を
漠
北
に
駆
逐
し
て
、

天
下
一
統
の
大
業
を
成
就
し
た
。

宋
元
昨
代
の
紅
巾
軍
と
元
末
の
捌
勒
・
白
蓮
歎
脈
に
就
い
て
（
下
）
一
三
一

斯
様
に
し
て
明
祀
が
次
第
に
門
方
の
大
敵
陳
友
諒
の
領
土
を
雄
食
し
て
之
に
對
し
て
枝
極
的
に
戦
を
挑
ん
だ
の
で
陳
は

自
術
上
、
至
正
二
十
三
年
七
月
六
十
醐
這
號
す
る
水
陸
の
大
兵
を
梁
げ
祁
陽
湖
上
に
礁
砿
を
淀
べ
て
南
昌
の
回
復
を
企
て

た
が
明
皿
は
之
を
趣
へ
蛭
っ
て
、
一
ヶ
月
除
Ｅ
ロ
ー
り
湖
上
で
乾
坤
一
郷
の
妃
岡
を
つ
ご
け
経
に
陳
友
諒
を
屠
っ
て
漢
軍
を

撃
砕
し
た
。
此
の
祁
陽
湖
上
の
雨
雄
の
決
戦
は
明
祀
さ
陳
友
諒
さ
が
安
愛
上
、
天
下
を
雫
ふ
開
ケ
原
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て

巍
年
二
卿
武
昌
を
剛
ん
で
陳
理
（
友
諒
の
刷
子
）
を
降
し
飼
次
い
で
洲
吹
各
地
を
經
略
し
て
故
漢
の
領
土
を
併
呑
し
た
．

之
よ
り
後
、
至
正
二
十
七
年
に
至
る
迄
の
数
年
Ⅲ
、
明
測
は
鋒
を
束
に
郷
じ
て
蘇
州
に
擦
っ
て
江
蘇
の
東
牛
さ
湘
江
の

北
部
Ｅ
を
併
有
せ
る
災
王
張
士
誠
の
領
土
を
減
食
す
る
ざ
共
に
術
・
間
・
響
等
の
沿
海
の
地
を
經
略
し
て
之
等
の
地
域
を

▲

ノ
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一

、

亡
ぼ
し
、
東
方
の
巣
雄
張
士
誠
の
領
土
を
催
略
し
て
之
を
孤
立
に
陥
れ
る
や
、
至
正
二
十
六
年
十
二
月
改
め
て
部
下
の
將

軍
塵
永
忠
に
命
じ
て
小
明
王
を
南
京
に
迎
へ
入
れ
ん
こ
し
た
が
塵
は
途
中
、
瓜
歩
の
渡
（
江
蘇
六
合
）
で
難
船
に
託
し
て
、

太
保
劉
禰
迩
ど
共
に
小
王
明
を
江
中
に
沈
め
て
し
ま
っ
た
。
元
の
椛
衡
の
庚
巾
外
史
に
は

一
）
傘
生
、

１
１
７
１

０
０
Ｏ

先
是
、
小
明
王
駐
二
兵
安
蝶
↓
爲
二
張
士
誠
一
攻
關
。
乘
二
黒
風
暴
雨
一
而
出
。
居
二
子
溌
州
垂
至
心
是
朱
鎭
撫
（
元
璋
？
．
）
具
二

舟
樟
一
迎
歸
二
建
康
手
…
：
至
二
瓜
州
渡
望
遇
二
風
浪
一
鍬
し
舟
波
。
劉
太
保
・
小
明
王
倶
亡
。

亡
あ
り
、
不
慮
の
天
災
に
山
て
小
明
王
君
随
が
瓜
歩
で
溺
死
し
た
様
に
な
っ
て
ゐ
る
が
、
明
の
銭
謙
益
の
國
初
群
雄
事
略

是
汲
（
至
正
二
十
六
年
）
塵
永
忠
沈
二
韓
林
兒
於
瓜
歩
至
太
祗
悪
二
水
忠
之
不
義
印
後
賜
レ
死
。
、

ど
い
ふ
明
租
の
一
族
寧
王
恋
が
勅
旨
を
受
け
て
、
洪
武
二
十
九
年
に
細
纂
し
た
ご
傳
へ
ら
れ
る
迩
鑑
博
諭
の
文
を
引
用

し
て
ゐ
る
の
を
見
る
琶
、
ざ
う
も
此
の
時
、
小
明
王
や
劉
耐
迩
等
は
不
慮
の
災
需
で
死
ん
だ
の
で
は
な
く
矢
張
塵
永
忠
等

が
之
を
故
意
に
瓜
歩
の
渡
で
溺
死
せ
し
め
た
ご
い
ふ
の
が
事
変
ら
し
い
。
和
田
椰
牡
も
、
明
史
塵
永
忠
傅
の
、

初
韓
林
兒
在
職
州
至
太
組
輩
一
・
水
忠
迦
二
師
應
天
一
（
錘
至
二
瓜
少
殺
巽
舟
死
．
帝
以
餐
一
・
水
忠
や
：
…
八
年
傘
）
二
一
‐

月
．
坐
上
借
二
用
龍
鳳
一
諸
不
法
事
下
賜
し
死
。
年
五
十
三
．
、㈹

も

ご
い
へ
る
文
を
引
用
し
て
此
の
事
変
を
裏
排
し
て
を
る
。

此
雌
で
問
題
ご
な
る
の
は
虐
水
忠
が
小
明
王
・
劉
太
保
を
故
意
に
溺
殺
し
た
ご
し
て
も
そ
れ
は
明
祀
の
内
意
を
受
け
て

や
っ
た
か
、
或
は
自
分
一
存
で
明
測
の
帝
業
完
成
の
障
寄
物
ご
し
て
之
を
除
い
た
か
は
明
か
で
な
い
が
、
明
祀
は
其
の
噸
・

宋
元
時
代
の
紅
巾
躯
と
元
末
の
猟
勒
・
白
蓮
激
脈
に
就
い
て
（
下
）
一
．
一
三

I

』

I



、

1

、
″
‐
宋
元
時
代
の
紅
巾
軍
と
元
末
の
彌
勒
・
白
迩
致
匪
に
就
い
て
（
下
）
一
二
四

超
の
初
か
ら
白
韮
教
系
紅
車
の
一
部
將
さ
し
て
其
の
卵
翼
統
制
の
下
に
次
第
に
勢
力
を
仲
ぱ
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
小

明
王
ど
の
君
臣
主
從
の
關
係
は
相
等
緊
籍
な
も
の
で
あ
っ
た
筈
で
も
あ
り
。
加
ふ
る
に
明
池
の
部
下
中
、
渡
江
以
來
有
力

．
な
者
は
大
抵
紅
巾
白
蓮
教
匪
群
か
ら
身
を
起
し
て
小
明
王
に
對
す
る
信
仰
も
相
等
熾
烈
な
も
の
が
あ
っ
た
ら
う
か
ら
、
項

羽
が
義
帝
を
片
附
け
た
や
う
に
無
迭
作
に
小
明
王
を
除
く
こ
ど
は
出
來
な
い
事
怖
の
下
に
在
っ
た
．
価
で
も
ご
災
湖
の
水

盗
か
ら
起
っ
て
歴
戦
の
功
に
山
て
封
侠
の
列
に
は
あ
っ
た
が
小
明
王
Ｅ
は
柑
璽
開
係
の
薄
い
勇
敢
粗
暴
の
奇
男
子
塵
永
忠

○
○
○
Ｏ

を
弧
諭
し
て
瓜
歩
の
冒
険
を
敢
行
せ
し
め
た
も
の
で
あ
ら
う
。
明
皿
が
姑
め
か
ら
小
明
王
に
恭
順
で
あ
っ
た
こ
ざ
は
渡
江

以
来
、
江
南
の
統
一
に
至
る
ま
で
維
始
減
ら
ず
掴
そ
の
正
朔
を
奉
じ
除
任
封
洲
を
受
け
て
、
朱
氏
世
徳
碑
に
兇
ゆ
る
様
に
、

寧
ろ
そ
の
事
を
無
上
の
光
榮
ご
し
て
、
宗
族
郷
蕪
に
誇
る
伽
向
さ
へ
あ
っ
た
の
に
徴
し
て
明
か
で
あ
る
が
、
既
に
和
用
博

的

士
の
諭
せ
ら
れ
た
如
く
、
至
正
二
十
年
湘
江
討
伐
の
頃
、
劉
基
・
宋
澱
・
章
溢
・
葉
珠
等
の
如
き
儒
教
主
義
の
政
治
思
想

で
固
め
ら
れ
た
封
建
的
の
智
識
人
を
集
め
て
其
の
幕
政
に
参
輿
せ
し
め
て
か
ら
、
明
泄
は
そ
の
思
想
上
に
一
大
鍵
革
を
起

し
、
白
韮
教
の
彌
勒
佛
出
世
の
教
義
は
儒
教
の
天
命
愛
革
の
説
に
澄
さ
巷
へ
ら
る
上
こ
さ
上
な
っ
た
や
う
で
あ
る
。
そ
の

篤
め
塵
永
忠
を
巧
に
操
縦
し
て
小
明
王
等
を
瓜
歩
に
沈
め
、
次
い
で
翌
至
正
二
十
七
年
（
異
元
年
）
張
士
誠
を
冊
し
て
江

南
を
一
統
す
る
や
翌
二
十
八
年
正
月
皇
帝
の
位
に
即
い
て
國
號
を
大
明
河
年
號
を
洪
武
亡
定
む
る
こ
ど
に
な
っ
た
の
で
あ

若
し
明
史
塵
、
水
忠
傳
に
あ
る
如
く
朋
測
が
小
明
王
等
の
瓜
歩
の
溺
沈
事
件
を
以
て
塵
水
忠
を
谷
め
た
も
の
ざ
す
れ
ば
、
、
水

忠
は
其
の
時
既
に
詠
罰
さ
る
べ
き
筈
な
る
に
、
共
後
も
彼
は
或
は
征
南
將
軍
さ
し
て
禰
建
雨
庚
方
面
の
經
略
に
從
事
し
、

る
。

I
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タ

ql

或
は
征
西
副
將
軍
こ
し
て
湯
和
さ
共
に
四
川
を
討
伐
平
定
し
、
更
に
徐
達
・
常
遇
春
等
の
北
伐
軍
に
從
っ
て
元
軍
を
追
撃

し
て
漠
北
に
ま
で
逹
し
、
そ
れ
ら
の
軍
功
に
依
て
遂
に
徳
慶
侯
に
封
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
塵
水
忠
が
洪
武
八
年

二
一
月
に
至
っ
て
改
め
て
小
明
王
等
の
溺
殺
の
答
を
受
け
て
、
『
託
鳳
（
小
明
王
）
を
僻
用
し
・
て
諸
星
の
不
法
の
事
芒
爲
す
』

金

な
ぎ
上
云
ふ
不
徹
底
な
罪
状
に
依
っ
て
死
を
賜
は
っ
た
の
は
雀
だ
疑
問
で
あ
る
．
惟
ふ
に
そ
の
初
、
明
組
は
塵
水
忠
を
弧

煽
し
て
小
明
王
等
を
除
か
し
め
た
が
、
其
後
稲
曳
塵
を
疏
ん
ず
る
や
う
に
な
っ
て
か
ら
、
此
の
事
件
の
眞
相
が
暴
露
す
る

危
瞼
が
生
じ
た
の
で
上
掲
の
如
き
不
徹
底
な
罪
跡
に
託
し
て
塵
を
除
い
た
も
の
ご
恩
は
れ
る
・
明
史
塵
氷
忠
仰
に
擦
る
ざ
、

及
三
大
封
二
功
臣
至
論
一
諸
將
一
日
。
永
忠
戦
一
称
陽
蒔
。
忘
レ
躯
拒
レ
敵
。
可
レ
洲
一
寄
男
子
罰
然
使
下
所
し
韮
ロ
儒
生
。
謹
一
朕

タ
グ

意
一
微
中
封
爵
上
。
故
止
封
し
侯
而
不
し
公
。

ど
云
っ
て
戦
後
の
諭
功
行
寅
の
際
に
、
鍵
に
日
頭
懇
意
江
儒
生
を
し
て
明
秘
の
意
中
を
探
ら
せ
た
Ｅ
い
ふ
賑
で
営
然
公
僻

に
封
せ
ら
る
べ
苔
も
の
を
一
階
下
げ
て
侯
僻
に
さ
れ
た
り
、
或
は
塵
永
忠
は
宰
相
の
楊
憲
さ
平
素
親
交
が
あ
っ
た
が
楊
憲

寺
ン
ナ
ポ
エ

が
失
脚
し
て
詠
識
さ
れ
た
時
に
は
危
く
そ
の
累
が
塵
に
及
ば
ん
直
し
た
等
の
事
件
が
あ
っ
て
塵
の
晩
年
は
太
肌
の
御
提
が

剛
る
芽
出
度
く
な
か
つ
に
。
か
の
如
言
、
塵
永
忠
の
周
魍
に
起
っ
た
怖
勢
の
鍵
化
の
結
果
、
遂
に
洪
武
八
年
三
月
の
「
瀧

鳳
を
借
用
し
、
て
諸
且
の
不
法
の
事
産
爲
す
』
ご
い
ふ
罪
條
の
下
に
死
を
賜
は
る
こ
ご
に
な
っ
た
ら
し
い
（
未
完
）
。

注
、

㈲
典
章
戸
部
淘
辨
金
諜
の
條
を
見
る
と
も
至
元
二
年
の
雄
康
路
の
抑
金
戸
の
負
緤
弧
は
征
金
一
銭
の
欽
目
に
對
し
て
価
銭
十
五
雨
か

ら
十
八
雨
ま
で
を
折
納
せ
し
め
る
こ
と
と
な
っ
て
ゐ
た
。
可
な
り
垂
い
負
推
の
様
で
あ
る
。

宋
元
時
代
の
紅
巾
軍
と
元
末
の
彌
勒
・
白
韮
教
眺
に
就
い
て
（
下
）

ｒ
ｒ
ｌ
‐
■
■
Ｐ
Ｆ
Ｉ
■

一

二

五
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夕

宋
元
時
代
の
紅
巾
軍
と
元
末
の
彌
勒
・
白
蓮
教
匪
に
就
い
て
（
下
）
一
三
〈

目
剪
勝
野
聞
本
に
は
之
が
『
共
後
脚
至
錘
離
鵬
』
と
な
っ
て
を
る
。

目
明
史
の
本
紀
は
二
十
四
歳
と
す
れ
ど
埋
鍵
は
明
迩
鑑
に
於
て
共
の
謬
を
糾
し
て
を
る
。

倒
和
川
浦
博
士
、
明
の
太
祀
と
紅
巾
の
賊
（
東
洋
學
報
二
一
房
一
己

国
此
年
九
月
、
眼
士
誠
が
炎
王
の
稲
號
を
採
川
し
て
ゐ
る
か
ら
、
翌
年
肌
祀
が
之
に
錘
随
す
る
の
は
而
子
問
題
と
し
て
も
疑
問
で
あ

る
。
故
に
之
は
小
明
王
の
妓
封
で
あ
ら
う
。

㈹
岡
的
和
田
博
士
同
上
流
丈
参
照

（
附
記
）
．
前
號
巻
頭
に
掲
げ
た
日
次
の
中
、
俄
辿
の
都
合
に
依
っ
て
倒
明
太
祁
の
出
封
と
共
の
人
物
・
政
略
の
條
下
を
新
に
三
分
し

て
⑤
明
祁
の
出
自
と
采
剃
の
一
菰
を
附
加
す
る
こ
と
Ｌ
し
た
。
§
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